
京都市教育長訓令甲第４号   

事 務 局   

学  校   

幼 稚 園   

教育機関   

 京都市教育委員会事務局教育次長等代決規程の一部を次のように改正する。 

  令和２年３月３１日 

京都市教育長 在田正秀   

 第３条中第１９項を第２０項とし，第１２項から第１８項までを１項ずつ繰り下げ，同

条第１１項中「京都京北小中学校教育企画推進室長」を「京都奏和高校開設準備室長」

に，「新定時制高校開設準備室長」を「新普通科系高校開設準備室長」に改め，同項を同

条第１２項とし，同条第１０項中「除き，」の右に「教育環境整備室教育環境整備課長及

び」を加え，「含む。），」を「含む。）又は」に改め，「又は教育環境整備室長」を削り，同

項を同条第１１項とし，同条第３項から第９項までを１項ずつ繰り下げ，同条第２項中

「教育環境整備室長，京都京北小中学校教育企画推進室長，新定時制高校開設準備室長」

を「京都奏和高校開設準備室長，新普通科系高校開設準備室長」に改め，同項の次に次の

１項を加える。 

３ 教育環境整備室長事故あるときは，その代決事項は，教育環境整備室教育環境整備課

長が，教育環境整備室教育環境整備課長事故あるときは，所管事務につき，担当課長

が代決することができる。 

 別表部長，体育健康教育室長，総合教育センター所長，京都まなびの街生き方探究館事

務局長，教育相談総合センター所長，学校歴史博物館事務局長，青少年科学センター事務

局長及び野外活動施設花背山の家所長の項中「部長」の右に「，教育環境整備室長」を加

える。 

 別表総務部長の項の次に次の１項を加える。 

教育環境整備室長  ⑴ 学校施設（京都市立学校施設使用規則第２条に規定する別に

定める学校の施設（以下「閉校施設」という。）を除く。校長及

び園長の項において同じ。）の目的外使用許可に関すること。 

 ⑵ 公用車の管理に関すること。 

 別表課長（体育健康教育室の保健安全課長等，生涯学習部の生涯学習推進課長等及び青



少年科学センターの市民科学事業課長等を除く。），課相当の室の室長，総合教育センター

カリキュラム開発支援センター長，教育相談総合センターカウンセリングセンター長，教

育相談総合センターふれあいの杜館長及び野外教育センター奥志摩みさきの家所長の項中

「課長（」の右に「教育環境整備室教育環境整備課長，」を加え，同項第５号中「嘱託

員」の右に「，会計年度任用職員」を加える。 

 別表学校事務支援室長の項第３号中「嘱託員」の右に「，会計年度任用職員」を加え

る。 

 別表教育環境整備室長の項を次のように改める。 

教育環境整備室教

育環境整備課長，

体育健康教育室の

保健安全課長等及

び生涯学習部の生

涯学習推進課長等 

 ⑴ 補佐職員の休暇，欠勤等の承認等に関すること。 

 ⑵ 補佐職員の出張及び復命に関すること。 

 ⑶ 補佐職員の職務に専念する義務の免除に関すること。ただし，

職員団体及び労働組合の業務によるものを除く。 

 ⑷ 補佐職員の時間外勤務命令に関すること。 

 ⑸ 補佐職員（教職員，嘱託員，会計年度任用職員及び臨時的任用

職員に限る。）の扶養親族，通勤手当及び住居手当の認定に関す

ること。 

 ⑹ 京都市情報公開条例による公文書の公開の請求に対する決定

等のうち軽易なものに関すること。 

 ⑺ 京都市個人情報保護条例による個人情報の開示等の請求に対

する決定等のうち軽易なもの及び個人情報の取扱いの是正のう

ち軽易なものに関すること。 

 ⑻ ホームページの作成に関すること。  

 ⑼ 申請，届出，報告，照会，回答等に関すること。 

 ⑽ 証明に関すること。 

 ⑾ 刊行物の発行に関すること。 

 (12) 軽易又は定例の所管事務の処理に関すること。 

 別表体育健康教育室の保健安全課長等及び生涯学習部の生涯学習推進課長等の項を削る。 

 別表青少年科学センター市民科学事業課長の項第５号，校長及び園長の項第４号及び高

等学校及び総合支援学校（京都市立特別支援学校条例により設置する特別支援学校をいう。）

の事務長の項第１号中「嘱託員」の右に「，会計年度任用職員」を加える。 



   附 則 

 この訓令は，令和２年４月１日から施行する。 

（教育委員会事務局総務部総務課） 


